
令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託

に関する業者選定実施要領 

 

１ 事業の経緯、業務の目的 

「令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託仕様書」の

とおり 

 

２ 履行期間 

契約締結日から令和６(202４)年 3 月１５日（金）まで 

 

３ 履行場所 

登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区（仕様書にある業務範囲図参照） 

 

４ 委託する業務 

「令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託仕様書」の

とおり 

 

５ 契約方法等 

（１）契約方法 

公募型プロポーザル方式 

（２）業務規模概算額 

   18,964,000 円（消費税及び地方消費税を含む）以下  

※上記金額は、契約時の予定金額を示すものではなく、上限を示すものです。 

 

６ 参加資格 

  （１）川崎市契約規則第 2 条の規定に基づく資格停止期間中でないこと 

（２）川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱による指名停止期間中でないこと 



  （３）申請時点において、川崎市有資格者名簿の次の表に掲げる業種・種目に登録さ

れているものであること 

※ただし、申請時点で登録申請中である場合には、受託候補者を特定する期日ま

でに登録されていることを条件として、参加資格を満たしているものとする。 

業 種 建設コンサルタント 

種 目 都市計画及び地方計画部門 

 

（４）適切な技術者の配置 

・以下の資格を有し、本業務に類似した業務※の実績を有する技術者を管理技術者

として配置すること。 

 技術士（総合技術監理部門 選択科目：建設—都市及び地方計画）、技術士（建

設部門 選択科目：建設—都市及び地方計画）又は一級建築士のいずれかの資格 

 

・本業務に類似した業務※の実績を有する技術者を主担当技術者に配置すること。 

 

（５）申請時点において、本業務と類似した業務の実績を有すること。 

※類似した業務とは、下記項目の業務を指す。A～C に該当する業務を 1 件ず

つ実績として挙げること。 

A 道路空間における滞留空間の検討・設計 

B 道路上での社会実験の企画・実施 

C まちづくり組織形成に向けたワークショップ及び仕組みの検討 

 

７ 応募方法・提出書類 

申請書等を漏れなく記入し、必要書類を添えて持参又は郵送にて提出してください。 

（１）受付期間 

     受付期間：令和５年５月２6 日（金）から令和 5 年６月１２日（月）まで 

     ※郵送の場合、令和５年６月１２日（月）必着 

     受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで（閉庁日及び正午から午後 1 時までを除く） 

（２）提出先 

川崎市 まちづくり局登戸区画整理事務所 担当 本田 

住 所：〒21４-００１4 多摩区登戸２２０２－１  

電 話：０４４-９３３-８５１２  



E-mail：50nobori@city.kawasaki.jp 

※申請書の様式については、川崎市ホームページからダウンロード可能です。 

（https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000150709.html） 

（３）提出書類 

    ① 申請書（様式１） １部 

    ② 技術提案書（後述する「技術提案書の記述内容」のとおり） 1 部 

    ③ 業務実績表（様式 2） 1 部 

    ④ 配置予定人員（様式 3） 1 部 

    ⑤ 工程計画表（様式自由） 1 部 

⑥ 見積書 1 部（原本） 

    ⑦ 会社概要・業務実績等がわかるもの（パンフレット等） 1 部 

⑧ ①～⑦の電子データを PDF 形式で格納した CD-R 等 １枚 

  （４）技術提案書の記述内容 

仕様書（業務内容）に示す内容について、次の課題又はテーマについて記述して

ください。 

①特定テーマ１（A3×1） 

区画整理事業完了を見据えたまちの賑わい創出や魅力向上に対する課題と今後

のまちづくりの方向性を見据えた解決策について記載すること。合わせて、上

記を踏まえた本業務の業務実施方針・実施体制・業務行程を記載すること。 

②特定テーマ２（A3×1） 

登戸２号線及び登栄会商店街について、将来の利活用の仕組みや担い手の育

成・発掘に向けた検討と実現に向けた課題・留意点・解決策について記載する

こと。また、登戸２号線における常設の利活用施設の提案とその運営手法等に

ついて記載すること。 

③特定テーマ 3（A3×1） 

登戸２号線及び登栄会商店街について、市民参加のワークショップを活用した

滞在空間創出に向けた利活用社会実験の実施内容、本整備仕様への反映手法に

ついて記載すること。 

④特定テーマ４（A3×１） 

向ヶ丘遊園駅南口について、住みやすく活気や賑わいのあるまちづくりを推進
するため、交通、空間構成、景観、公共施設利活用といったテーマに沿って具
体的な方策、デザイン、景観等の考え方、魅力的なビジュアルイメージへつな
げる提案について記載すること。なお、公共施設の再編や景観形成ガイドライ
ンなどの作成を行った実績がある場合はその実績を踏まえて提案すること。 
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（５）申請書類の取扱 

    ア 提出された申請書類は返却いたしません。 

    イ 提出期限後は、申請書類の差替え、変更又は追加は認めません。 

ウ 申請書類の受領後、本市が必要あると判断した場合には、補足資料を求める

ことがあります。 

エ 申請書類の作成に係る費用は、事業者の負担とします。 

（６）令和 4 年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託報告書の閲

覧について 

令和 4 年度の業務委託報告書について希望する場合は閲覧が可能です。希望者は

事前にまちづくり局登戸区画整理事務所担当に連絡の上、来所日時の調整をお願い

します。 

・閲覧可能日  令和５年５月２6 日（金）から令和５年６月１２日（月） 

・閲覧可能時間 午前９時から午後５時まで（閉庁日及び正午から午後 1 時までを除く） 

 

８ 質問書の受付・回答 

 （１）受付期間 

    令和５年５月２９日（月）から令和５年６月 5 日（月）まで 

 （２）質問書の様式 

    質問書（様式 4）により提出してください。 

 （３）質問の受付方法 

    持参もしくは電子メールにて提出してください。 

提出先は、７（2）と同様です。 

 （４）回答方法 

    後日、全ての参加者に対して参加意向申出書に記載された電子メールあて回答

します。 

      

９ 提案資格の喪失 

  次の各号のいずれかに該当するときは、提案資格を喪失します。 

  （１）６の各号を満たさないとき 

  （２）提案書類等に虚偽の記載をしたとき 

  （３）提出期限、提出先、提出方法に適合しないとき 

  （４）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき 



 

１０ 応募の辞退 

  申請書類を提出した後に企画提案を辞退される場合は、持参または郵送により辞退届

（様式 5）を提出してください。 

  受付時間：午前 9 時から午後 5 時まで（閉庁日及び正午から午後 1 時までを除く） 

 

１１ 受託候補者の選定方法 

  応募受付期間終了後、技術提案書等に係るヒアリングを実施し、提出された書類に基

づき、本市が設置するプロポーザル評価委員会において審査し、受託候補者を選定しま

す。 

（１）技術提案書等に係るヒアリング実施日時 

     令和５年６月２１日（水）を予定 

     （詳細については、各提案事業者へ別途通知いたします。） 

（２）実施場所 

   明治安田生命川崎ビル（川崎市川崎区宮本町 6 番地）８階大会議室を予定 

     （詳細については、各提案事業者へ別途通知いたします。） 

（３）ヒアリングの内容 

    ア 提案事業者の説明（20 分） 

    イ 質疑応答（５～10 分） 

     説明は提出された技術提案書をスクリーンに表示した状態で実施します。 

出席者は原則２名以内としてください。 

 

１２ 提案内容の評価 

  別表の評価項目に基づき審査を行い、最高得点を得た者を本委託業務の受託候補者と

します。 

  ただし、採点の結果、基準点（全評価委員の合計点が満点の 6 割以上）に満たない提

案は選定しないものとします。 

  なお、採点の結果、最高得点の提案が複数あった場合（同点の場合）は、技術提案力

による評価点数の高い提案を選定します。それでも決定しない場合は、委員の協議によ

り最終順位を決定します。 

  

１３ 選考結果通知 



  選考結果については、令和５年６月下旬以降に提案事業者すべてに書面にて通知しま

す。 

 

１４ その他 

  （１）選考結果の通知後、選定された受託候補者と速やかに契約を締結します。 

  （２）予定技術者等の提案内容の変更は原則として、認められません。 

  （３）契約保証金 

     川崎市契約規則（昭和 39 年川崎市規則第 28 号）第 33 条各号に該当する

場合は免除となりますが、それ以外の場合は契約金額の 10 パーセントを納付

する必要があります。 

  （４）契約書作成の要否 

     必要とします。 

  （５）契約書作成等に係る費用は、事業者の負担とします。 

  （６）契約条項等の閲覧 

     川崎市契約規則等は、川崎市ホームページ「入札情報かわさき」で閲覧できま

す。 

     （http://www.city.kawasaki.jp/233300/index.html） 

  （７）委託代金の支払 

     委託業務の全部が完了した後の支払を原則としますが、発注者と受注者との協

議により、委託業務の一部に既済部分があると認められる場合に限り、発注者

による中間検査を経て、当該既済部分に係る委託代金の一部を支払うことがで

きるものとします。 

  （８）契約手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限りま

す。 

  （９）関連情報を入手するための窓口は７（2）と同じです。 

 

１５ 参考 

① 都市計画道路登戸 2 号線沿道まちづくりについて 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000128201.html 

② 区役所通り登栄会商店街のまちづくりについて 

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000127286.html 
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別表 評価項目 

評価項目 評価基準 

業務遂行 

能力 

実 績 

〇同種業務又はそれに準ずる実務実績があり、ノウハウ

が活かされているか、また、業務を進めるにあたって

の独自の強み等があり、これらの強みが発揮できる体

制となっているか 

実施体制 

〇配置予定者の専門性は十分か、また、業務経験豊富な

担当者を十分に配置しているか 

〇業務を円滑に進められる体制となっているか 

工程計画 
〇業務執行過程が明確にスケジュール化されており、提

案内容との整合性が図られているか 

技術提案力 

的 確 性 

整 合 性 

〇業務の趣旨を的確に理解し、仕様書で定めた業務内容

が網羅された適切な提案となっているか 

〇「登戸 2 号線沿道まちづくりコンセプトブック」や

「区役所通り登栄会商店街まちづくり方針」と整合が

図られた 提案となっているか 

実 現 性 

〇「社会実験」や「ワークショップ」に関する実施方法

や、その結果の整理・分析方法等が明確であり、同種

業務実績等に裏付けられた提案となっているか 

〇提案内容を確実に実現するための手法等について十分

な説得力があるか 

合 理 性 

具 体 性 

独 自 性 

〇「ウォーカブルなまちづくり」に向けた検討や取組に

活かすことができる、合理的な内容の提案となってい

るか 

○向ヶ丘遊園駅南口の住みやすく活気や賑わいのあるま

ちの実現に向けた魅力的かつ具体的な提案がされてい

るか 

〇創意工夫が感じられる 、独自の提案となっているか 

経済性 
業務内容と

見積額 

〇業務内容と見積額とのバランスがとれており、予定価

格と整合がとれているか 

 

 



様式１ 
 

令和  年  月  日  
 

川崎市長 宛て 
 
 

応募申請書 
 
 

令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託プロポーザルに、応募申請い

たします。 
 

名 称  

役 職 名 及 び 
代 表 者 氏 名 

 
 

印 

所 在 地  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

メ ー ル ア ド レ ス  

 
                                      
 
 
 
 
 
 
 



                         様式２ 
業務実績表 

 
会社名   営業年数   

代表者名   職員数   

業務実績（過去１０年の実績） 
業務名／年度・官公庁名／受託金額（千円） 業務概要、特徴、成果 
1   

       年度        市・町・村    

                   千円 

2   

       年度        市・町・村    

                   千円 

3   

       年度        市・町・村    

                   千円 

4   

       年度        市・町・村    

                   千円 

5   

       年度        市・町・村    

                   千円 

6   

       年度        市・町・村    

                   千円 

7   

       年度        市・町・村    

                   千円 

【留意事項】 ・業務実績には、同種又は類似の業務について記入してください。 
 
 



様式３ 
 

令和  年  月  日  
 

配 置 予 定 人 員 
 

ふりがな  

氏  名  

生 年 月 日     年  月  日 年 齢   歳 
保有資格等（３つまで記載） 

取得年月 資格等の名称 

  年  月  日  

  年  月  日  

  年  月  日  

主な職務経歴（新しい順に３つまで記載） 
勤務先 期 間 役職・職務内容 

 
  年  月  日 

～  現 在 
 

 
  年  月  日 

～    年  月  日 
 

 
  年  月  日 

～     年  月  日 
 

本委託業務における役割・アピールポイントなど 
 

※応募する法人・団体に所属する人員を記載。協力企業等の人員については、必要に応じ、企画提

案書にて記載すること。 
※本様式は１枚につき１名を記載することとし、配置人数に応じて、適宜、追加すること。 
 



様式４ 
 

令和  年  月  日  
 

川崎市長 宛て 
 
 
 

質  問  書 

 
 

令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託プロポーザルへの応募に際し、

以下のとおり質問いたします。 
 

名 称  
部 署 名  

担 当 者  

電 話 番 号  

F A X 番 号  

メ ー ル ア ド レ ス  
 

No. 項目 質問内容 
   

   

   

  ※記載欄が足りない場合は、適宜、追加すること 



様式５ 
 

令和  年  月  日  
 

川崎市長 宛て 
 
 

所 在 地  

名 称  

役職名及び 
代表者氏名 

 
 印 

 
 

辞 退 届 

 
 

令和５年度 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくり推進業務委託プロポーザル応募申請書を提出

しましたが、以下の理由により応募を辞退いたします。 
 

記 
 
（理由） 
 

 


